
「ほっこり通信 from Kyoto」会則
第一章　総　　則

（名称）
第１条　本会の名称は、「ほっこり通信 from Kyoto」とする。
（事務局）
第２条　本会の事務所は、京都市東山区大和大路通四条下る4丁目小松町570-16に置く。
（目的）
第３条　本会は、フリーペーパーの発行を通じて、東日本大震災で被災し、被災地から避難したいと思っている人への住宅斡旋・就労支援などニ－ズに応じたサポートを中継、調整する。

（活動・事業の種類）
第４条　本会は、前条の目的を達成するために以下の事業を実施する。
(1)　「ほっこり通信 from Kyoto」の編集、発行、配布活動
(2)　その他、本会が別に定めた活動
第二章　会　　員

（会員）
第５条　本会の会員は、次の二種類とする。
(1)　正会員は、本会の目的に賛同し、「ほっこり通信 from Kyoto」の編集活動を行う者とする。
(2)　賛助会員は、本会の事業を賛助するために入会し、「ほっこり通信 from Kyoto」の発行、配布を補助する者とし、「ほっこり通信サポーター」と称する。
（入会）
第６条　会員として入会しようとする者は、代表にその旨通知し、代表は、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
（退会）
第７条　会員は、退会の旨、代表に通知すれば、任意に退会することができる。
２　会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)　本人が死亡したとき。
(2)　メールアドレスが失効し代表との音信が不通になったとき。
第三章　役　　員

（役員）
第８条　本会の役員として代表１名、副代表１名を置く。役員は総会において選任する。
２　役員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。
（職務）
第９条　代表は、会員の意見を聞きながら、本会の業務の役割分担を指示するとともに、統括を行う。
２　副代表は、本会の運営上の重大な問題に関して助言を行い、代表を補佐し、これに事故があるとき、又は欠席の時は、その職務を代行する。

（解任）
第１０条　役員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。
(1) 心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
第四章　総　　会

（総会）
第１１条　本会の総会は、正会員を持って構成し、必要があるときに、随時開催できるものとする。
第五章　会　　計

（会計年度）
第１２条　本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。

第六章　解　　散

（解散）
第１３条　第３条に定めた、本会の目的が達成されたと判断され次第、本会は解散する。

第七章　附　　則
第１４条　この会則は、平成２３年７月１３日から施行する。
第１５条　本会の設立当初の会員は、次に掲げる者とする。

代表　　錦炎兄

副代表　山崎典子

